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・大島地区
　大島地区では、屋外拡声子局を使って、防
災情報や行政放送を行っています。屋外拡声
子局は天候や風向きによって聞こえづらい場
合があります。そのため大島地区では 45本
もの屋外拡声子局が整備されています。
　また、屋外拡声子局のうち 15カ所は、柳
井地区広域消防組合本部からサイレンを鳴ら
したり放送ができる消防同報システムが併設
されています。
　今回の整備では全戸に戸別受信機を取り付
けます。これにより屋内で安心して放送を聞
くことができるので、他の地区にあわせ屋外
拡声子局の数を調整します。

・橘地区
　橘地区には、屋外拡声子局と戸別受信機が整
備されており屋外でも屋内でも情報が得られる
理想的な整備がされています。
　また、消防に関する情報は東消防署中部出張
所から遠隔制御機を利用し、直接放送されてい
ます。

・久賀地区
　久賀地区には防災行政無線は整備されていま
せんが、大島地区同様、柳井地区広域消防組合
本部からサイレンを鳴らしたり放送ができる消
防同報システムが 13カ所整備されています。
　行政情報などは、ＪＡ山口大島の有線放送に
依頼して放送されますが、有線放送が全ての世
帯を網羅していないので、必要な場合には広報
車などを利用して情報を伝達しています。

・東和地区
　東和地区も防災行政無線は整備されていませ
んが、各自治会ごとに自治会放送等の設備があ
り、公民館などに取り付けられたスピーカーで
自治会ごとの連絡等を自治会長が放送していま
す。行政放送については自治会長にお願いして
放送していただいています。
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各地区の現在の状況

安心のあるまち 防災行政無線整備

個別受信機

屋外拡声子局


